
 

 

 

令和４年９月２３日（金）地域福祉活動拠点「すず 

かけ」（神楽岡１０条５丁目）にて、ボランティアの 

協力を得て、社会福祉法人旭川市社会福祉協議会で 

初めてのチャリティーバザーと災害支援活動パネル展 

を開催しました。その他にも地域活動パネル展、介護 

用品体験、コーヒーの試飲、障がい者就労支援事業所 

のお菓子販売などのコーナーもありました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年末年始の旭川市社会福祉協議会ボランティアセンターの業務について 

高齢者施設「旭川ケアセンターそよ風」 

（３条西５丁目） 

・内容：見守り、お話し相手など 

・活動日時：応相談 

ボランティアさんのご都合の 

良い時間帯をご相談ください。 

 

 

「ボラセン通信８月号」でお知らせしましたが、使用済み切手、使用済みプリペイド 

カードの収集は１２月２３日（金）を持ちまして終了とさせていただきます。たくさん 

のご協力をいただき誠にありがとうございました。尚、未使用切手、未使用・書き損じ 

ハガキ、ベルマークについては引き続きボランティアセンターでお受けします。 

ボランティア団体「五葉会」 

（５条通４丁目ときわ市民ホール内） 

・内容：収集されたベルマークの点数 

を集計する作業 

・活動日時：毎週金曜日 午前１０時～午後３時 

※ベルマークがない日はお休みです。 

ボランティア活動を希望される方は、ボランティアセンターへお問合せください。 

 

 

 

企業や市民から寄せられた日用品や介護用品を販売し、

得られた収入は災害支援活動時に活用するスコップなど

の資機材の購入やボランティア活動振興基金に積み立て、

ボランティア活動の振興に役立てます。 

秋雨の中、多くの地域住民の方に参加していただきまし

た。協力していただいたボランティアの皆さんから「久し

ぶりにみんなと楽しい活動ができました。」との感想があ

りました。 

 

バザー前日に販売品の準備をするボランティアの皆さん 

 

令和４年１１月吉日発行 

ボランティア 

活動の情報誌 

 

 

 

 

 

年末年始の令和４年１２月３０日（金）～令和５年１月４日（水）は 

ボランティアセンターはお休みとなります。 

 

バザーの販売をするボランティアさんと買い物を楽しむ地域住民の方 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

令和 4 年度 旭川市防災講習会で、災害ボランティアの活動についてお話しします！ 

興味をお持ちの方は是非、ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 日 程 令和５年１月１８日（水） 

２ 時間帯  

（１）午前の部：午前１０時～正午           （定員９３人） 

（２）午後の部：午後２時～４時       （定員９３人） 

（３）夜間の部：午後６時３０分～８時３０分 （定員９３人） 

３ 会 場  

旭川市民文化会館（旭川市７条通９丁目）３階／大会議室 

 ※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用いただくか、 

近隣の有料駐車場をご利用ください。 

（駐車場料金は、各自ご負担となります。） 

４ 講習内容（午前の部、午後の部、夜間の部と同じ内容です。） 

 「地域の災害リスクと避難情報について」 （旭川市防災安全部防災課） 

 「自主防災組織の活動について」     （旭川市防災安全部防災課） 

 「災害時におけるボランティア活動について」（旭川市社会福祉協議会） 

５ 郵送先・持参先・お問合せ先 ※申込期限 12 月 14 日（水）午後 5 時まで。 

      〈旭川市防災安全部防災課〉 

      〒078-8369  旭川市東光２７条８丁目 ℡３３－９９６９ FAX３３－９９３６ 

ホームページ http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp 

 

 

旭川市社会福祉協議会ボランティアセンターに登録している 

災害ボランティア（令和 4 年 9 月末現在）〈個人〉１０６名 

〈団体〉 ８団体 

    ※「令和 4 年度 旭川市防災講習会」で災害ボランティアの登録を受け付けます。 

 

 

 

 

 

 

「令和４年度 旭川市防災講習会」 主催：旭川市防災安全部防災課  

 

 
【発行・問合せ先】 旭川市社会福祉協議会ボランティアセンター 

旭川市役所で行われた三者協定の締結式 

を締結しました。 

令和 4 年８月５日（金）、旭川市役所において、旭川市と旭 

川青年会議所、旭川市社会福祉協議会の三者で、旭川市内で災 

害が発生し，又は災害が発生するおそれがある場合において三 

者が相互に連携し，円滑な災害応急対策を実施するために、「災  

害時等における協力体制に関する協定」を締結しました。  

旭川市社会福祉協議会では、昨年１０月２３日に旭川  

市と「災害ボランティアセンター設置・運営に関する協  

定」を締結し、今年７月１日には東旭川町米原地区にお  

ける水害被災世帯への支援など、旭川市と連携して災害  

支援に取り組んでいます。  

 

〔住所〕〒070-0035 旭川市５条通４丁目ときわ市民ホール１階 

〔電話〕21-5550  〔FAX〕23-0746  〔メール〕volunteer@asahikawa-shakyo.or.jp 

〔ホームページ〕https://www.asahikawa-shakyo.or.jp/volunteer/ 

 

 

 

 

旭川市社会福祉協議会では、災害ボランティアの登録を受け付けています。 

 

令和 4 年 7 月東旭川町米 

原地区越水被害での災害 

ボランティア活動の様子 
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